（様式例）
公表日　平成31年 4 月1日
改定日　令和 元年 7 月3日
改定日　令和 2 年10月1日
改定日　令和 4 年8月30日
同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることの説明書

受入建設企業　　有限会社　板倉土木　　　

下記のとおり、報酬予定額が同等の技能を有する日本人が従事する場合の報酬と同等額以上であることについて説明致します。
記
	外国人および日本人氏名
	１号特定技能外国人
氏名LE　QUANG　HIEU    
	日本人従事者
氏名　　板倉　信広　　　　　　　　　　

	申請する業務区分
	土木　　　　　　
	

	業務区分内の実務経験（年数）
	3年　　3ヶ月　　
	２７年　　　０ヶ月　　

	従事（予定）職種・作業
	型枠施工,鉄筋施工,建設機械施工,土工
	型枠施工,鉄筋施工,建設機械施工,土工

	保　有　資　格
	車両系建設機械(整地)運転特別教育修了
	１級土木施工管理技士,車両系建設機械運転技能講習修了証(整地,運搬,積込み及び掘削用,解体用),労働安全衛生法による技能講習修了証,テールゲートリフター特別教育修了証,玉掛技能講習修了証,小型移動式クレーン運転技術講習修了証, 車両系解体特例第2種,ローラー等の運転特別教育修了証,ガス溶接・アーク溶接技能講習修了証,職長・安全衛生責任者修了証,危険物取扱者免状

	報
酬
額
	基本給（月給）
（※諸手当、固定残業代等を含めないこと）
	　       270,000　　　　円
	　　　　400,000  　　　円

	
	毎月固定的に支払われる手当の種類とその月額（※固定残業代、該当日数により金額が異なる手当は記載しないこと）
	　  住宅手当　30,000　  円
　　　　手当　　　　　　円
　　　　手当　　　　　　円
	　　　　手当　　　　　　円
　　　　手当　　　　　　円
　　　　手当　　　　　　円

	
	上記以外の手当の種類とその月額
	　　　　手当　　　　　　円
　　　　手当　　　　　　円
　　　　手当　　　　　　円
	　　　　手当　　　　　　円
　　　　手当　　　　　　円
　　　　手当　　　　　　円

	
	計
	　　     300,000  　　　円
	　     400,000 　　　円

	賞　　　与
	有　・　無
	有　・　無

	昇　　　給
	有　・　無
	有　・　無

	比較対象の日本人と報酬額に差がある場合、その差についての合理的説明を下記に記載してください。

	比較となる日本人の報酬及び業務内容の合理的説明について、資格の保有数や経験年数より比較となる日本人の業務内容は多岐に亘り、現場の指揮・安全管理並びに施工管理及び特定技能外国人の行えない専門的な業務等に携わる予定である。しかし、特定技能外国人は、現場作業への調達や搬送、機器・工具等の保守管理、ブロック積載、モルタル土木作業、機械土工等の業務に携わる予定であるため、比較となる日本人は経験年数、業務範囲、業務量のいずれも特定技能外国人を上回っており、また、作業手順についても一定の裁量が認められるなどの業務上の責任の重さも特定技能外国人を上回っている。特定技能外国人の報酬の差は職務内容、職責の違いによる合理的なものである。



〇添付資料
・就業規則または賃金規程（作成義務が無く、作成していない企業は除く。）
・同等の技能を有する日本人の賃金台帳（直近１年分、賞与を含む。）
・同等の技能を有する日本人の実務経験年数を証明する経歴書（別紙１）
・社会保険確認書類
（標準報酬月額決定通知書等、全職員分かつ被保険者整理番号にだけマスキングをしたもの。）
※受入予定外国人が複数いる場合、上記条件がすべて同じ場合１枚の提出でかまいません。欄外にその他の外国人の氏名を記載してください。
※実務経験（年数）は、受入建設企業以前の企業従事期間も通算してください。
※比較する日本人従事者が複数人いる場合、２枚目またはシートを加工して記載してください。
以上














